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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】医師や撮影技師側の手間なく、また、患者や外
部の医療施設側にとっても容易な操作で、かつ、セキュ
リティを確保しつつ超音波の診断画像を提供できるよう
にする。
【解決手段】超音波診断画像提供システムによれば、制
御部１０１は、操作入力部１０８により保存が指示され
た診断画像にアクセスするためのＵＲＬ情報を含むバー
コード画像を生成し、診断画像とバーコード画像を対応
付けてデータ保存サーバー３に格納させるとともに、診
断画像及びバーコード画像をプリンター２により印刷出
力させる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＵＲＬ情報に基づいて画像を提供するデータ保存サーバーに接続される超音波画像診断
装置であって、
　超音波探触子により被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超
音波画像取得手段と、
　前記超音波画像取得手段により取得された超音波画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示を入力するた
めの操作手段と、
　前記操作手段により保存が指示された診断画像の前記データ保存サーバーにおける格納
先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像を生成し、前記診断画像と前記バーコード画像の内
容を対応付けて前記データ保存サーバーに格納させるとともに、前記診断画像及び前記バ
ーコード画像を出力手段により印刷出力させる制御手段と、
　を備える超音波画像診断装置。
【請求項２】
　前記診断画像を前記バーコード画像とともに出力するか否かを設定するための設定手段
を備え、
　前記制御手段は、前記診断画像を出力する設定がなされている場合に、前記診断画像及
び前記バーコード画像を前記出力手段により印刷出力させ、前記診断画像を出力しない設
定がなされている場合は、前記診断画像を出力せずにバーコード画像を前記出力手段によ
り印刷出力させる請求項１に記載の超音波画像診断装置。
【請求項３】
　前記制御手段は、前記診断画像を出力する設定がなされている場合は、前記ＵＲＬ情報
とともに前記診断画像にアクセスするためのパスワードを含めた前記バーコード画像を生
成し、前記診断画像を出力しない設定がなされている場合は、前記診断画像にアクセスす
るためのパスワードを含めずに前記バーコード画像を生成する請求項２に記載の超音波画
像診断装置。
【請求項４】
　超音波画像診断装置と、外部端末からインターネットを介して接続可能なデータ保存サ
ーバーと、を備える超音波診断画像提供システムであって、
　前記超音波画像診断装置は、
　超音波探触子により被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超
音波画像取得手段と、
　前記超音波画像取得手段により取得された超音波画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示を入力するた
めの操作手段と、
　前記操作手段により保存が指示された診断画像の前記データ保存サーバーにおける格納
先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像を生成し、前記診断画像と前記バーコード画像の内
容を対応付けて前記データ保存サーバーに格納させるとともに、前記診断画像及び前記バ
ーコード画像を出力手段により印刷出力させる制御手段と、
　を備え、
　前記データ保存サーバーは、前記バーコード画像を読み取ることより得られたＵＲＬに
前記外部端末からアクセスがあった場合に、前記診断画像を読み出して前記外部端末に送
信する超音波診断画像提供システム。
【請求項５】
　ＵＲＬ情報に基づいて画像を提供するデータ保存サーバーに接続される超音波画像診断
装置に用いられるコンピュータを、
　超音波探触子により被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超
音波画像取得手段により取得された超音波画像を表示する表示手段、
　前記表示手段に表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示を入力するた
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めの操作手段、
　前記操作手段により保存が指示された診断画像の前記データ保存サーバーにおける格納
先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像を生成し、前記診断画像と前記バーコード画像の内
容を対応付けて前記データ保存サーバーに格納させるとともに、前記診断画像及び前記バ
ーコード画像を出力手段により印刷出力させる制御手段、
　として機能させるためのプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像診断装置、超音波診断画像提供システム及びプログラムに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来、産婦人科等では、超音波画像診断装置により撮影された胎児の診断画像を印刷物
として出力して、或いは電子データとしてＣＤ－Ｒ（Compact Disk Recordable）、ＤＶ
Ｄ－Ｒ（Digital Versatile Disk Recordable）等の記録メディアに保存して患者に提供
するサービスが行われている。
【０００３】
　しかしながら、診断画像を印刷物として出力した場合は、患者は複数枚の印刷物を入手
することができないので家族に胎児の画像等を配布することができない。
　また、診断画像を電子データとして患者に提供するには、診断画像の電子データを記録
メディアに記録する作業が必要となる。この作業は、医師や撮影技師が検査中に行うこと
となる。しかし、検査中は医師や撮影技師は多忙であるため、このような手間のかかる作
業は避けなくてはならない。診断画像を紹介先の医療施設に提供するために記録メディア
に記録する作業も同様の問題が発生する。
【０００４】
　そこで、例えば、特許文献１においては、撮影した超音波診断画像を予め登録された患
者の電子メールアドレスに送出する技術が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００５－２７８７４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、電子メールにより診断画像を送信する場合、電子メールアドレスの登録
作業が必要であり、電子メールアドレスが登録されていない患者に対しては電子データを
送信することができない。また、電子メールアドレスの誤記により診断画像が間違った相
手に送信される可能性があり、セキュリティが確保できないという問題がある。
【０００７】
　本発明の課題は、医師や撮影技師側の手間なく、また、患者や外部の医療施設側にとっ
ても容易な操作で、かつ、セキュリティを確保しつつ超音波の診断画像を提供できるよう
にすることである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、請求項１に記載の発明は、
　ＵＲＬ情報に基づいて画像を提供するデータ保存サーバーに接続される超音波画像診断
装置であって、
　超音波探触子により被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超
音波画像取得手段と、
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　前記超音波画像取得手段により取得された超音波画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示を入力するた
めの操作手段と、
　前記操作手段により保存が指示された診断画像の前記データ保存サーバーにおける格納
先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像を生成し、前記診断画像と前記バーコード画像の内
容を対応付けて前記データ保存サーバーに格納させるとともに、前記診断画像及び前記バ
ーコード画像を出力手段により印刷出力させる制御手段と、
　を備える。
【０００９】
　請求項２に記載の発明は、請求項１に記載の発明において、
　前記診断画像を前記バーコード画像とともに出力するか否かを設定するための設定手段
を備え、
　前記制御手段は、前記診断画像を出力する設定がなされている場合に、前記診断画像及
び前記バーコード画像を前記出力手段により印刷出力させ、前記診断画像を出力しない設
定がなされている場合は、前記診断画像を出力せずにバーコード画像を前記出力手段によ
り印刷出力させる。
【００１０】
　請求項３に記載の発明は、請求項２に記載の発明において、
　前記制御手段は、前記診断画像を出力する設定がなされている場合は、前記ＵＲＬ情報
とともに前記診断画像にアクセスするためのパスワードを含めた前記バーコード画像を生
成し、前記診断画像を出力しない設定がなされている場合は、前記診断画像にアクセスす
るためのパスワードを含めずに前記バーコード画像を生成する。
【００１１】
　請求項４に記載の発明は、
　超音波画像診断装置と、外部端末からインターネットを介して接続可能なデータ保存サ
ーバーと、を備える超音波診断画像提供システムであって、
　前記超音波画像診断装置は、
　超音波探触子により被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超
音波画像取得手段と、
　前記超音波画像取得手段により取得された超音波画像を表示する表示手段と、
　前記表示手段に表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示を入力するた
めの操作手段と、
　前記操作手段により保存が指示された診断画像の前記データ保存サーバーにおける格納
先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像を生成し、前記診断画像と前記バーコード画像の内
容を対応付けて前記データ保存サーバーに格納させるとともに、前記診断画像及び前記バ
ーコード画像を出力手段により印刷出力させる制御手段と、
　を備え、
　前記データ保存サーバーは、前記バーコード画像を読み取ることより得られたＵＲＬに
前記外部端末からアクセスがあった場合に、前記診断画像を読み出して前記外部端末に送
信する。
【００１２】
　請求項５に記載の発明のプログラムは、
　ＵＲＬ情報に基づいて画像を提供するデータ保存サーバーに接続される超音波画像診断
装置に用いられるコンピュータを、
　超音波探触子により被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超
音波画像取得手段により取得された超音波画像を表示する表示手段、
　前記表示手段に表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示を入力するた
めの操作手段、
　前記操作手段により保存が指示された診断画像の前記データ保存サーバーにおける格納
先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像を生成し、前記診断画像と前記バーコード画像の内
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容を対応付けて前記データ保存サーバーに格納させるとともに、前記診断画像及び前記バ
ーコード画像を出力手段により印刷出力させる制御手段、
　として機能させる。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、医師や撮影技師側の手間なく、また、患者や外部の医療施設側にとっ
ても容易な操作で、かつ、セキュリティを確保しつつ超音波の診断画像を提供することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本実施の形態における超音波診断画像提供システムの全体構成例を示す図である
。
【図２】図１の超音波画像診断装置の機能的構成を示すブロックである。
【図３】図１のデータ保存サーバーの機能的構成を示すブロックである。
【図４】図１の制御部により実行される出力制御処理Ａを示すフローチャートである。
【図５】図４のステップＳ１１において出力されるプリントの一例を示す図である。
【図６】図４のステップＳ１５において出力されるプリントの一例を示す図である。
【図７】図１の制御部により実行される出力制御処理Ｂを示すフローチャートである。
【図８】第２の実施の形態における超音波画像診断装置の一例を示す図である。
【図９】図８の制御部により実行される出力制御処理Ｃを示すフローチャートである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
［第１の実施の形態］
　以下、本発明の第１の実施の形態について説明する。
　まず、構成について説明する。
　図１に、第１の実施の形態における超音波診断画像提供システム１００の全体構成例を
示す。図１に示すように、超音波診断画像提供システム１００は、超音波画像診断装置１
、プリンター２、データ保存サーバー３、外部端末４を備えて構成されている。超音波画
像診断装置１は、プリンター２及びデータ保存サーバー３とデータ送受信可能に接続され
ている。また、データ保存サーバー３は、インターネットＰＮを介して外部端末４とデー
タ送受信可能に構成されている。超音波画像診断装置１、プリンター２及び外部端末４の
台数は、特に限定されない。
【００１６】
　以下、超音波診断画像提供システム１００を構成する各装置について説明する。
　図２は、超音波画像診断装置１の機能的構成を示すブロック図である。
　超音波画像診断装置１は、患者（以下、被検体ということがある）の生体内部組織の状
態を超音波画像にして表示出力する装置である。すなわち、超音波画像診断装置１は、生
体等の被検体内に対して超音波（送信超音波）を送信するとともに、この被検体内で反射
した超音波の反射波（反射超音波：エコー）を受信する。超音波画像診断装置１は、受信
した反射波を電気信号に変換し、これに基づいて超音波画像データを生成する。超音波画
像診断装置１は、生成した超音波画像データに基づき、被検体内の内部状態を超音波画像
として表示する。
【００１７】
　超音波画像診断装置１は、図２に示すように、本体部１０ａと、超音波探触子１０ｂと
を備えて構成されている。超音波探触子１０ｂは、上述したようにして超音波を送信する
とともに、反射波を受信する。本体部１０ａは、超音波探触子１０ｂとケーブルＣを介し
て接続され、超音波探触子１０ｂに電気信号の駆動信号を送信することによって超音波探
触子１０ｂに被検体内に対して送信超音波を送信させる。また、本体部１０ａは、超音波
探触子１０ｂにて受信した被検体内からの反射超音波に応じて超音波探触子１０ｂで生成
された電気信号である受信信号を受信し、上述のようにして超音波画像データを生成する
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。そして、生成した超音波画像データを表示部１０７の画面上に表示させる。
【００１８】
　本体部１０ａは、例えば、制御部１０１と、送信部１０２と、受信部１０３と、画像生
成部１０４と、画像メモリ部１０５と、ＤＳＣ（Digital Scan Converter）１０６と、表
示部１０７と、操作入力部１０８と、記憶部１０９と、通信部１１０、Ｉ／Ｆ１１１とを
備えて構成されている。
【００１９】
　制御部１０１は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）、ＲＯＭ（Read Only M
emory）、ＲＡＭ（Random Access Memory）を備えて構成される。制御部１０１のＣＰＵ
は、ＲＯＭに記憶されているシステムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲ
ＡＭに展開し、展開したプログラムに従って後述する出力制御処理Ａ、Ｂをはじめとする
各種処理を実行し、超音波画像診断装置１の各部の動作を集中制御する。
　ＲＯＭは、半導体等の不揮発メモリ等により構成され、超音波画像診断装置１に対応す
るシステムプログラム及び該システムプログラム上で実行可能な、例えば、後述する、出
力制御処理Ａ、Ｂ等を実行する各種処理プログラムや、ガンマテーブル等の各種データ等
を記憶する。これらのプログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコードの
形態で格納され、ＣＰＵは、当該プログラムコードに従った動作を逐次実行する。ＲＡＭ
は、ＣＰＵにより実行される各種プログラム及びこれらプログラムに係るデータを一時的
に記憶するワークエリアを形成する。
【００２０】
　送信部１０２は、制御部１０１の制御に従って、超音波探触子１０ｂにケーブルＣを介
して電気信号である駆動信号を供給して超音波探触子１０ｂに送信超音波を発生させる回
路である。また、送信部１０２は、例えば、クロック発生回路、遅延回路、パルス発生回
路を備えている。クロック発生回路は、駆動信号の送信タイミングや送信周波数を決定す
るクロック信号を発生させる回路である。遅延回路は、駆動信号の送信タイミングを振動
子毎に対応した個別経路毎に遅延時間を設定し、設定された遅延時間だけ駆動信号の送信
を遅延させて送信超音波によって構成される送信ビームの集束を行うための回路である。
パルス発生回路は、所定の周期で駆動信号としてのパルス信号を発生させるための回路で
ある。上述のように構成された送信部１０２は、例えば、超音波探触子１０ｂに配列され
た複数（例えば、１９２個）の振動子のうちの連続する一部（例えば、６４個）を駆動し
て送信超音波を発生させる。そして、送信部１０２は、送信超音波を発生させる毎に駆動
する振動子を方位方向にずらすことで走査（スキャン）を行う。
【００２１】
　受信部１０３は、制御部１０１の制御に従って、超音波探触子１０ｂからケーブルＣを
介して電気信号である受信信号を受信する回路である。受信部１０３は、例えば、増幅器
、Ａ／Ｄ変換回路、整相加算回路を備えている。増幅器は、受信信号を、振動子毎に対応
した個別経路毎に、予め設定された増幅率で増幅させるための回路である。Ａ／Ｄ変換回
路は、増幅された受信信号をＡ／Ｄ変換するための回路である。整相加算回路は、Ａ／Ｄ
変換された受信信号に対して、振動子毎に対応した個別経路毎に遅延時間を与えて時相を
整え、これらを加算（整相加算）して音線データを生成するための回路である。
【００２２】
　画像生成部１０４は、受信部１０３からの音線データに対して包絡線検波処理や対数増
幅などを実施し、ダイナミックレンジやゲインの調整を行って輝度変換することにより、
Ｂモード画像データを生成する。すなわち、Ｂモード画像データは、受信信号の強さを輝
度によって表したものである。画像生成部１０４は、Ｂモード画像データの他、Ａモード
画像データ、Ｍモード画像データ及びドプラー法による超音波画像データが生成できるも
のであってもよい。
【００２３】
　画像メモリ部１０５は、例えば、ＤＲＡＭ（Dynamic Random Access Memory）などの半
導体メモリによって構成されており、画像生成部１０４から送信されたＢモード画像デー
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タをフレーム単位で記憶する。すなわち、フレーム画像データとして記憶することができ
る。そして、記憶されたフレーム画像データは、制御部１０１の制御に従って、ＤＳＣ１
０６に送信される。画像メモリ部１０５は、約１０秒分のフレーム画像データを保持可能
な大容量メモリにより構成されており、例えば、ＦＩＦＯ（First-In First-Out）方式に
より、直近１０秒分のフレーム画像データが保持される。
【００２４】
　ＤＳＣ１０６は、画像メモリ部１０５より受信したフレーム画像データをテレビジョン
信号の走査方式による画像信号に変換し、表示部１０７に出力する。
【００２５】
　表示部１０７は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）、ＣＲＴ（Cathode-Ray 
Tube）ディスプレイ、有機ＥＬ（Electronic Luminescence）ディスプレイ、無機ＥＬテ
ィスプレイ及びプラズマディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部１０７は、
制御部１０１からの制御に従って、超音波画像の表示を行う。
【００２６】
　操作入力部１０８は、例えば、検査開始（スキャン開始）を指示するコマンドやフリー
ズ操作などを行うための各種スイッチ、ボタン、トラックボール、マウス、キーボード等
を備えており、操作信号を制御部１０１に出力する。
【００２７】
　記憶部１０９は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の大容量記録媒体によって構
成されている。記憶部１０９には、超音波画像診断装置１に係る各種設定情報等が記憶さ
れている。
　例えば、記憶部１０９には、患者用モードで動作させるか紹介用モードで動作させるか
の区別を示す設定情報が記憶されている。ここで、患者用モードは、例えば、産婦人科の
ように、患者に対して診断画像（超音波画像）を提供する動作モードである。具体的に、
患者用モードは、後述する出力制御処理Ａ、Ｂにおいて、診断画像を含むプリント２１を
出力する動作モードである。紹介用モードは、患者に診断画像を提供せず、紹介先の病院
等に対して診断画像を提供する動作モードである。具体的に、紹介用モードは、後述する
出力制御処理Ａ、Ｂにおいて、診断画像を含まないプリント２２を出力する動作モードで
ある。
　また、記憶部１０９には、逐次出力モードで動作させるか一括出力モードで動作させる
かの区別を示す設定情報が記憶されている。逐次出力モードとは、超音波画像の診断画像
としての保存が指示される毎に、その診断画像やその診断画像にアクセスする際に必要な
バーコード画像を逐次印刷出力する動作モードである。一括出力モードとは、検査で取得
された診断画像やその診断画像にアクセスする際に必要なバーコード画像を一括して印刷
出力する動作モードである。
【００２８】
　通信部１１０は、ＬＡＮアダプター、ルーター、ＴＡ（Terminal Adapter）等を備え、
通信ネットワークＬＮを介して接続されたデータ保存サーバー３等の外部機器との間でデ
ータの送受信を行う。
【００２９】
　Ｉ／Ｆ１１１は、プリンター２と接続しデータ送受信を行うためのインターフェースで
ある。
【００３０】
　超音波探触子１０ｂは、圧電素子からなる振動子（図示しない）を備えており、この振
動子は、例えば、方位方向（走査方向）に一次元アレイ状に複数配列されている。なお、
振動子は、二次元アレイ状に配列されたものであってもよい。また、振動子の個数は、任
意に設定することができる。また、本実施の形態では、超音波探触子１０ｂについて、リ
ニア電子スキャンプローブを採用したが、電子走査方式あるいは機械走査方式の何れを採
用してもよく、また、リニア走査方式、セクタ走査方式あるいはコンベックス走査方式の
何れの方式を採用することもできる。
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【００３１】
　プリンター２は、超音波画像診断装置１から送信された画像データに基づいて記録媒体
上に画像を形成して出力する出力手段である。
【００３２】
　データ保存サーバー３は、診断画像の画像データを保存するサーバーである。また、デ
ータ保存サーバー３は、Ｗｅｂサーバーとしての機能を備え、外部端末４から送信された
ＵＲＬ情報に基づいてＷｅｂにより診断画像を提供する。
【００３３】
　データ保存サーバー３は、図３に示すように、制御部３０１、記憶部３０２、操作入力
部３０３、表示部３０４、通信部３０５等を備えて構成されている。
【００３４】
　制御部３０１は、ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭを備えて構成される。制御部３０１のＣＰＵ
は、ＲＯＭに記憶されているシステムプログラム等の各種処理プログラムを読み出してＲ
ＡＭに展開し、展開したプログラムに従って各種処理を実行し、データ保存サーバー３の
各部の動作を集中制御する。
【００３５】
　記憶部３０２は、例えば、ＨＤＤ（Hard Disk Drive）等の大容量記録媒体によって構
成されている。本実施の形態において、記憶部３０２は、第１パスワード領域３０２ａと
第２パスワード領域３０２ｂを有して構成されている。
　第１パスワード領域３０２ａは、外部端末４がバーコード画像を読み取ることによって
取得したパスワードに基づいてアクセスが可能な診断画像を格納するための領域である。
第２パスワード領域３０２ｂは、予め登録された連携先の医師のみがアクセス可能な診断
画像を格納するための領域である。第２パスワード領域３０２ｂに格納されている診断画
像にアクセスするためには、アクセス時に外部端末４からのパスワードの手入力が必要と
なる。
【００３６】
　また、記憶部３０２は、第２パスワード領域３０２ｂに格納されている診断画像にアク
セス可能な医師の認証情報（ここでは、ユーザ名及びパスワード）が格納された認証情報
ファイルを記憶している。
【００３７】
　操作入力部３０３は、例えば、マウス、キーボード等を備えており、操作信号を制御部
３０１に出力する。
【００３８】
　表示部３０４は、例えば、ＬＣＤ、ＣＲＴディスプレイ、有機ＥＬディスプレイ、無機
ＥＬティスプレイ及びプラズマディスプレイ等の表示装置が適用可能である。表示部３０
４は、制御部３０１からの制御に従って、各種画面の表示を行う。
【００３９】
　通信部３０５は、ＬＡＮ（Local Area Network）アダプター、ルーター、ＴＡ（Termin
al Adapter）等を備え、ＬＡＮ等の通信ネットワークＬＮを介して接続された超音波画像
診断装置や、インターネットＰＮを介して接続された外部端末４等の外部機器との間でデ
ータの送受信を行う。
【００４０】
　外部端末４は、インターネットＰＮに接続された外部機器にアクセスするための通信部
、バーコードリーダ及びＷｅｂブラウザを備えた端末装置である。外部端末４としては、
ＰＣ（Personal Computer）、携帯電話機、ＰＤＡ（Personal Digital Assistance）、ス
マートフォン等が適用可能である。
【００４１】
　次に、超音波画像診断装置１の動作について説明する。
　図４に、逐次出力モードが設定されている際に、制御部１０１により実行される出力制
御処理Ａのフローチャートを示す。出力制御処理Ａは、操作入力部１０８により検査の開
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始が指示された際に制御部１０１により実行される。
【００４２】
　まず、スキャン動作が開始される（ステップＳ１）。すなわち、送信部１０２及び受信
部１０３によって超音波の送受が行われ、画像生成部１０４によって超音波画像が生成さ
れる。そして、生成された超音波画像が１フレーム毎に画像メモリ部１０５に記憶される
。そして、画像メモリ部１０５に記憶された超音波画像が表示部１０７に表示される。以
上の動作は、以降の処理においても並行して繰り返し実行される。
【００４３】
　次いで、操作入力部１０８によりパラメーターの設定変更が指示されたか否が判断され
る（ステップＳ２）。操作入力部１０８の入力によって設定変更可能なパラメーターは、
例えば、ガンマ特性、ゲイン及びダイナミックレンジ等である。
【００４４】
　操作入力部１０８によりパラメーターの設定変更が指示されていないと判断されると（
ステップＳ２；ＮＯ）、処理はステップＳ４に移行する。
　操作入力部１０８によりパラメーターの設定変更が指示されたと判断されると（ステッ
プＳ２；ＹＥＳ）、操作入力部１０８の操作に応じたパラメーターの設定変更が実施され
（ステップＳ３）、処理はステップＳ４に移行する。
【００４５】
　ステップＳ４においては、操作入力部１０８によりフリーズが指示されたか否かが判断
される（ステップＳ４）。フリーズが指示されていないと判断されると（ステップＳ４；
ＮＯ）、処理はステップＳ１７に移行する。
　一方、操作入力部１０８によりフリーズが指示されたと判断されると（ステップＳ４；
ＹＥＳ）、表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示が操作入力部１０８
により入力されたか否かが判断される（ステップＳ５）。表示されている超音波画像を診
断画像として保存する指示が操作入力部１０８により入力されていないと判断されると（
ステップＳ５；ＮＯ）、処理はステップＳ１６に移行する。
【００４６】
　一方、表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示が操作入力部１０８に
より入力されたと判断されると（ステップＳ５；ＹＥＳ）、表示されている超音波画像が
診断画像として取り込まれる（ステップＳ６）。次いで、記憶部１０９の設定情報が参照
され、患者用モードが設定されているか紹介用モードが設定されているかが判断される（
ステップＳ７）。
【００４７】
　患者用モードが設定されていると判断されると（ステップＳ７；ＹＥＳ）、通信部１１
０により診断画像がデータ保存サーバー３に送信され、第１パスワード領域３０２ａへの
保存が指示される（ステップＳ８）。
　次いで、データ保存サーバー３から診断画像の格納先を示すＵＲＬ情報が取得され、診
断画像の格納先を示すＵＲＬ情報、パスワードを含むバーコード画像が生成される（ステ
ップＳ９）。ここで、パスワードは、データ保存サーバー３に格納された診断画像にアク
セスするためのパスワードであり、ここでは、診断画像に対してユニークに付与された画
像識別情報である。
【００４８】
　次いで、生成されたバーコード画像が通信部１１０によりデータ保存サーバー３に送信
され、ステップＳ８で送信された第１パスワード領域３０２ａに格納された診断画像と対
応付けてその内容が記憶される（ステップＳ１０）。なお、バーコード画像は、そのもの
を診断画像に対応付けて記憶しておき、読み出す際にデコードするようにしてもよいが、
データ保存サーバー３において診断画像を読み出す速度を向上させるため、デコードした
状態で診断画像と対応付けて記憶しておくことが好ましい。
【００４９】
　次いで、診断画像とバーコード画像が合成され、プリンター２からプリント出力される



(10) JP 2013-312 A 2013.1.7

10

20

30

40

50

（ステップＳ１１）。
　図５に、ステップＳ１１において出力されるプリント２１の一例を示す。図５に示すよ
うに、プリント２１には、診断画像２１ａと、診断画像の格納先を示すＵＲＬ情報及びパ
スワードを含むバーコード画像２１ｂが印刷されており、バーコード画像２１ｂをバーコ
ードリーダで読み取ってバーコード画像２１ｂに含まれるＵＲＬにバーコードに含まれる
パスワードを用いてアクセスすることで、診断画像２１ａの画像をＷｅｂ上で閲覧したり
、その電子データをダウンロードしたりすることができる。なお、図５においては、バー
コード画像２１ｂは一次元バーコードとして図示しているが、例えば、ＱＲコードのよう
な二次元バーコードを用いることとしてもよく、その種類は問わない。
【００５０】
　一方、ステップＳ７において、患者用モードが設定されていない、即ち、紹介用モード
が設定されていると判断されると（ステップＳ７；ＮＯ）、通信部１１０により診断画像
がデータ保存サーバー３に送信され、第２パスワード領域３０２ｂへの保存が指示される
（ステップＳ１２）。
　次いで、データ保存サーバー３から診断画像の格納先を示すＵＲＬ情報が取得され、診
断画像の格納先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像が生成される（ステップＳ１３）。
【００５１】
　次いで、生成されたバーコード画像が通信部１１０によりデータ保存サーバー３に送信
され、ステップＳ１２で送信された第２パスワード領域３０２ｂに格納された診断画像と
対応付けてその内容が記憶される（ステップＳ１４）。
【００５２】
　次いで、プリンター２からバーコード画像がプリント出力される（ステップＳ１５）。
　図６に、ステップＳ１５において出力されるプリント２２の一例を示す。図６に示すよ
うに、プリント２２には、診断画像の格納先を示すＵＲＬ情報のバーコード画像２２ａが
印刷されており、バーコード画像２２ａをバーコードリーダで読み取ってバーコードに含
まれるＵＲＬにアクセスすることで、ステップＳ１２でデータ保存サーバー３に保存され
た診断画像をＷｅｂ上で閲覧したり、その電子データをダウンロードしたりすることがで
きる。なお、図６においては、バーコード画像２２ａは一次元バーコードとして図示して
いるが、例えば、ＱＲコードのような二次元バーコードを用いることとしてもよく、その
種類は問わない。
　また、プリント２２においては、診断画像を含まないものであればよく、バーコード画
像とともに文字等が記載されたものであってもよい。
【００５３】
　プリント出力が終了すると、操作入力部１０８によりフリーズ解除の指示が入力された
か否かが判断され、フリーズ解除の指示が入力されたと判断されると（ステップＳ１６；
ＹＥＳ）、操作入力部１０８により検査終了が指示されたか否かが判断される。操作入力
部１０８により検査終了が指示されるまで、ステップＳ２～Ｓ１６の処理が繰り返し実行
され、検査終了が指示されると（ステップＳ１７；ＹＥＳ）、出力制御処理Ａは終了する
。
【００５４】
　次に、一括出力モードが設定されている場合に、制御部１０１により実行される出力制
御処理Ｂについて説明する。図７に、出力制御処理Ｂのフローチャートを示す。出力制御
処理Ｂは、操作入力部１０８により検査の開始が指示された際に実行される。
【００５５】
　まず、スキャン動作が開始される（ステップＳ２１）。すなわち、送信部１０２及び受
信部１０３によって超音波の送受が行われ、画像生成部１０４によって超音波画像が生成
される。そして、生成された超音波画像が１フレーム毎に画像メモリ部１０５に記憶され
る。そして、画像メモリ部１０５に記憶された超音波画像が表示部１０７に表示される。
以上の動作は、以降の処理においても並行して繰り返し実行される。
【００５６】
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　次いで、操作入力部１０８によりパラメーターの設定変更が指示されたか否が判断され
る（ステップＳ２２）。操作入力部１０８の入力によって設定変更可能なパラメーターは
、例えば、ガンマ特性、ゲイン及びダイナミックレンジ等である。
【００５７】
　操作入力部１０８によりパラメーターの設定変更が指示されていないと判断されると（
ステップＳ２２；ＮＯ）、処理はステップＳ２４に移行する。
　操作入力部１０８によりパラメーターの設定変更が指示されたと判断されると（ステッ
プＳ２２；ＹＥＳ）、操作入力部１０８の操作に応じたパラメーターの設定変更が実施さ
れ（ステップＳ２３）、処理はステップＳ２４に移行する。
【００５８】
　ステップＳ２４においては、操作入力部１０８によりフリーズが指示されたか否かが判
断される（ステップＳ２４）。フリーズが指示されていないと判断されると（ステップＳ
２４；ＮＯ）、処理はステップＳ３５に移行する。
　一方、操作入力部１０８によりフリーズが指示されたと判断されると（ステップＳ２４
；ＹＥＳ）、表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示が操作入力部１０
８により入力されたか否かが判断される（ステップＳ２５）。表示されている超音波画像
を診断画像として保存する指示が操作入力部１０８により入力されていないと判断される
と（ステップＳ２５；ＮＯ）、処理はステップＳ３４に移行する。
【００５９】
　一方、表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示が操作入力部１０８に
より入力されたと判断されると（ステップＳ２５；ＹＥＳ）、表示されている超音波画像
が診断画像として取り込まれる（ステップＳ２６）。次いで、記憶部１０９の設定情報が
参照され、患者用モードが設定されているか紹介用モードが設定されているかが判断され
る（ステップＳ２７）。
【００６０】
　患者用モードが設定されていると判断されると（ステップＳ２７；ＹＥＳ）、通信部１
１０により診断画像がデータ保存サーバー３に送信され、第１パスワード領域３０２ａへ
の保存が指示される（ステップＳ２８）。
　次いで、データ保存サーバー３から診断画像の格納先を示すＵＲＬ情報が取得され、診
断画像の格納先を示すＵＲＬ情報、パスワードを含むバーコード画像が生成される（ステ
ップＳ２９）。ここで、データ保存サーバー３に格納された診断画像にアクセスするため
のパスワードであり、ここでは、診断画像に対してユニークに付与された画像識別情報で
ある。
　そして、生成されたバーコード画像が通信部１１０によりデータ保存サーバー３に送信
され、ステップＳ２８で送信された第１パスワード領域３０２ａに格納された診断画像と
対応付けてその内容が記憶され（ステップＳ３０）、処理はステップＳ３４に移行する。
【００６１】
　一方、ステップＳ２７において、患者用モードが設定されていない、即ち、紹介用モー
ドが設定されていると判断されると（ステップＳ２７；ＮＯ）、通信部１１０により診断
画像がデータ保存サーバー３に送信され、第２パスワード領域３０２ｂへの保存が指示さ
れる（ステップＳ３１）。
　次いで、データ保存サーバー３から診断画像の格納先のＵＲＬ情報が取得され、診断画
像格納先ＵＲＬのバーコード画像が生成される（ステップＳ３２）。
【００６２】
　次いで、生成されたバーコード画像が通信部１１０によりデータ保存サーバー３に送信
され、ステップＳ３１で送信された、第２パスワード領域３０２ｂに格納された診断画像
と対応付けてその内容が記憶され（ステップＳ３３）、処理はステップＳ３４に移行する
。
【００６３】
　ステップＳ３４においては、操作入力部１０８によりフリーズ解除が指示されるまで待
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機され、操作入力部１０８によりフリーズ解除が指示されたと判断されると（ステップＳ
３４；ＹＥＳ）、操作入力部１０８により検査終了が指示されたか否かが判断される（ス
テップＳ３５）。操作入力部１０８により検査終了が指示されていないと判断されると（
ステップＳ３５；ＮＯ）、処理はステップＳ２２に戻る。検査の終了が指示されたと判断
されると（ステップＳ３５；ＹＥＳ）、取得された（保存された）診断画像の一覧が表示
部１０７に表示される（ステップＳ３６）。
【００６４】
　ステップＳ３６において表示された一覧の中から操作入力部１０８によりプリント出力
対象画像が選択されると（ステップＳ３７）、患者用モードが設定されているか紹介用モ
ードが設定されているかが判断される（ステップＳ３８）。患者用モードが設定されてい
ると判断されると（ステップＳ３８；ＹＥＳ）、診断画像とバーコード画像が合成され、
プリンター２からプリント出力される（ステップＳ３９）。ステップＳ３９において出力
されるプリントは、図５に示すプリント２１と同様である。なお、複数の診断画像に対す
る診断画像２１ａ及びバーコード画像２１ｂを一枚の用紙に印刷出力することとしてもよ
いし、診断画像一枚毎の診断画像２１ａ及びバーコード画像２１ｂをそれぞれ一枚の用紙
に印刷出力することとしてもよい。
【００６５】
　一方、患者用モードが設定されていない、即ち、紹介用モードが設定されていると判断
されると（ステップＳ３８；ＮＯ）、プリンター２からバーコード画像がプリント出力さ
れる（ステップＳ４０）。ステップＳ４０において印刷出力されるプリントは、図６に示
すプリント２２と同様である。
【００６６】
　次に、上記出力制御処理Ａ又はＢによって取得したプリント２１又は２２を用いて診断
画像を外部端末４により取得する動作について説明する。
【００６７】
　まず、患者又は患者からプリント２１を渡された家族等がプリント２１を用いて診断画
像を取得する場合について説明する。
　外部端末４において、プリント２１のバーコード画像２１ｂの読み取り操作が行われる
と、その読み取り操作に従ってバーコード画像２１ｂがバーコードリーダにより読み取ら
れてデコードされ、診断画像にアクセスするためのＵＲＬ情報及びパスワードが取得され
る。そして、取得されたＵＲＬへのアクセス要求が行われ、パスワードが送信される。
【００６８】
　データ保存サーバー３の制御部３０１においては、外部端末４から、診断画像の格納先
を示すＵＲＬへのアクセス要求及びパスワードが受信されると、外部端末４から送信され
たパスワードに基づいて、認証が行われる。即ち、ＵＲＬにより指定された格納先（記憶
部３０２の第１パスワード領域３０２ａ）に当該パスワードが対応付けられた診断画像が
存在するか否かを検索し、当該パスワードが対応付けられた診断画像が存在した場合、そ
の診断画像へのアクセスが許可される。そして、その診断画像が第１パスワード領域３０
２ａから読み出され、当該診断画像を閲覧するためのＷｅｂ画面である診断画像表示画面
が作成されて通信部３０５により要求元の外部端末４に送信される。外部端末４において
は、データ保存サーバー３から診断画像表示画面が受信されると、受信された診断画像表
示画面が表示部に表示される。第１パスワード領域３０２ａに当該パスワードが対応付け
られた診断画像が存在しない場合は、外部端末４にアクセス不可であることを通知するメ
ッセージが送信される。
【００６９】
　なお、診断画像表示画面には、表示されている診断画像の電子データをダウンロードす
るためのダウンロードボタンが設けられており、外部端末４から当該ダウンロードボタン
が押下されると、表示された診断画像のダウンロード要求がデータ保存サーバー３に送信
される。データ保存サーバー３においては、診断画像のダウンロード要求が受信されると
、記憶部３０２から読み出されている診断画像の画像データが通信部３０５により要求元
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の外部端末４に送信される。外部端末４においては、受信された診断画像の電子データが
保存される。
【００７０】
　次に、紹介先の医療施設において患者が持参したプリント２２を用いて診断画像を取得
する場合について説明する。
　外部端末４において、プリント２２のバーコード画像２２ａの読み取り操作が行われる
と、その読み取り操作に従ってバーコード画像２２ａがバーコードリーダにより読み取ら
れる。次いで、読み取られたバーコード画像がデコードされ、診断画像にアクセスするた
めのＵＲＬ情報が取得される。そして、取得されたＵＲＬへのアクセス要求が行われる。
【００７１】
　データ保存サーバー３の制御部３０１においては、外部端末４から、診断画像の格納先
を示すＵＲＬへのアクセス要求が受信されると、通信部３０５により、外部端末４に対し
認証情報入力画面が送信される。認証情報入力画面から入力されたユーザＩＤ及びパスワ
ードが外部端末４から受信されると、受信されたユーザＩＤ及びパスワードに基づいて、
認証が行われる。即ち、受信されたユーザＩＤ及びパスワードと記憶部３０２に記憶され
ている認証情報ファイルに含まれるユーザＩＤ及びパスワードとの照合が行われ、一致す
るユーザＩＤ及びパスワードの組合せが存在した場合、指定されたＵＲＬに格納されてい
る診断画像へのアクセスが許可される。そして、その診断画像が第２パスワード領域３０
２ｂから読み出され、当該診断画像を閲覧するためのＷｅｂ画面である診断画像表示画面
が作成されて通信部３０５により要求元の外部端末４に送信される。外部端末４において
は、データ保存サーバー３から診断画像表示画面が受信されると、受信された診断画像表
示画面が表示部に表示される。一方、認証が許可されない場合は、外部端末４にアクセス
不可であることを通知するメッセージが送信される。
【００７２】
　なお、同様に、診断画像表示画面には、診断画像をダウンロードするためのダウンロー
ドボタンが設けられており、外部端末４から当該ダウンロードボタンが押下されると、表
示された診断画像のダウンロード要求がデータ保存サーバー３に送信される。データ保存
サーバー３においては、診断画像のダウンロード要求が受信されると、記憶部３０２から
読み出されている診断画像の画像データが通信部３０５により要求元の外部端末４に送信
される。外部端末４においては、受信された診断画像の電子データが保存される。
【００７３】
　以上説明したように、超音波診断画像提供システム１００によれば、医師や撮影技師が
操作入力部１０８により診断画像を保存する操作を行った際に、診断画像にアクセスする
ためのＵＲＬ情報を含むバーコード画像が印刷されたプリント２１又は２２を出力する。
従って、医師や撮影技師は検査に関係のない余計な作業をすることなく、患者に診断画像
を入手するためのＵＲＬを提供することが可能となる。
　また、患者はプリント２１に印刷されたバーコード画像を外部端末４により読み取ると
いう簡単な操作で、ＵＲＬの入力ミス等の操作間違いをすることなく確実に診断画像、例
えば、胎児の画像にアクセスし、参照したりダウンロードしたりすることが可能となる。
患者が家族等にプリント出力した診断画像を複数用意して配布することも可能となる。患
者の家族等が直接外部端末４によりバーコード画像を読み取って診断画像にアクセスして
閲覧することも可能となる。
【００７４】
　また、バーコード画像には、診断画像にアクセスするためのパスワードが含まれている
ので、患者が認識できる態様（口頭、文字等）でパスワードを知らせる必要がない。その
ため、パスワードを伝達する際のパスワードの漏洩を防止することができ、セキュリティ
を確保することができる。
【００７５】
　また、患者に参照されたくない診断画像（例えば、紹介先の医療施設への患者の病変部
分の画像）については、動作モードの設定の切り替えにより、診断画像がなくバーコード
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画像２２ａが印刷されたプリント２２を出力することができる。このプリント２２を受取
った紹介先の医療施設では、医師はプリント２２に印刷されたバーコード画像を外部端末
４により読み取るという簡単な操作で、ＵＲＬの入力ミス等の操作間違いをすることなく
確実に診断画像を取得することができる。また、このプリント２２のバーコード画像２２
ａにはパスワードが含まれていないので、予めユーザＩＤ及びパスワードがデータ保存サ
ーバー３に登録された、許可された医師等しかアクセスすることができず、患者による診
断画像の参照を防止することができる。また、診断画像を記録メディアに記録したりする
煩雑な作業をすることなく、診断画像の保存操作をするという簡単な操作で紹介先へ渡す
資料を準備することができるので、検査効率を向上させることができる。また、記録メデ
ィアの運搬時の紛失等による診断画像の漏洩も防止することができる。
【００７６】
〔第２の実施の形態〕
　次に、第２の実施の形態について説明する。
　図８に、第２の実施の形態における超音波画像診断装置５の機能構成例を示す。図８に
示すように、超音波画像診断装置５は、本体部５０ａと、超音波探触子５０ｂとを備えて
構成されている。本体部５０ａは、例えば、制御部５０１と、送信部５０２と、受信部５
０３と、画像生成部５０４と、画像メモリ部５０５と、ＤＳＣ５０６と、表示部５０７と
、操作入力部５０８と、記憶部５０９と、近距離通信部５１０とを備えて構成されている
。
【００７７】
　近距離通信部５１０は、同じ通信方式の近距離通信部を備える外部端末４と近距離通信
によりデータの送受信を行う。近距離通信としては、およそ１０メートル～数センチ程度
の極短距離により通信を行うもので、電波によるものだけではなく、赤外線によるものも
含む。例えば、赤外線通信（ＩｒＤＡ／ＩｒＭＣ）、Bluetooth（R）、NFC (Near Field 
Communication)規格に準じた無線通信等を適用可能であるが、本実施の形態においては、
ＩｒＤＡ規格に準じた赤外線通信を適用するものとして説明する。また、本実施の形態に
おいては、診断画像は記憶部５０９に保存される。
　その他の各部構成は、超音波画像診断装置１において説明した同名の各部と同様である
ので、説明を援用する。
【００７８】
　図９に、超音波画像診断装置５の制御部５０１により実行される出力制御処理Ｃについ
て説明する。出力制御処理Ｃは、操作入力部５０８により検査開始が指示された際に実行
される。
【００７９】
　まず、スキャン動作が開始される（ステップＳ５１）。すなわち、送信部５０２及び受
信部５０３によって超音波の送受が行われ、画像生成部５０４によって超音波画像が生成
される。そして、生成された超音波画像が１フレーム毎に画像メモリ部５０５に記憶され
る。そして、画像メモリ部５０５に記憶された超音波画像が表示部５０７に表示される。
以上の動作は、以降の処理においても並行して繰り返し実行される。
【００８０】
　次いで、操作入力部５０８によりパラメーターの設定変更が指示されたか否が判断され
る（ステップＳ５２）。操作入力部５０８の入力によって設定変更可能なパラメーターは
、例えば、ガンマ特性、ゲイン及びダイナミックレンジ等である。
【００８１】
　操作入力部５０８によりパラメーターの設定変更が指示されていないと判断されると（
ステップＳ５２；ＮＯ）、処理はステップＳ５４に移行する。
　操作入力部５０８によりパラメーターの設定変更が指示されたと判断されると（ステッ
プＳ５２；ＹＥＳ）、操作入力部５０８の操作に応じたパラメーターの設定変更が実施さ
れ（ステップＳ５３）、処理はステップＳ５４に移行する。
【００８２】
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　ステップＳ５４においては、操作入力部５０８によりフリーズが指示されたか否かが判
断される（ステップＳ５４）。フリーズが指示されていないと判断されると（ステップＳ
５４；ＮＯ）、処理はステップＳ５８に移行する。
　一方、操作入力部５０８によりフリーズが指示されたと判断されると（ステップＳ５４
；ＹＥＳ）、表示されている超音波画像を診断画像として保存する指示が操作入力部５０
８により入力されたか否かが判断される（ステップＳ５５）。表示されている超音波画像
を診断画像として保存する指示が操作入力部５０８により入力されていないと判断される
と（ステップＳ５５；ＮＯ）、処理はステップＳ５７に移行する。表示されている超音波
画像を診断画像として保存する指示が操作入力部５０８により入力されたと判断されると
（ステップＳ５５；ＹＥＳ）、表示されている超音波画像が診断画像として取り込まれて
記憶部５０９に保存され（ステップＳ５６）、処理はステップＳ５７に移行する。
【００８３】
　ステップＳ５７においては、操作入力部５０８によりフリーズ解除が指示されるまで待
機され、操作入力部５０８によりフリーズ解除が指示されたと判断されると（ステップＳ
５７；ＹＥＳ）、操作入力部５０８により検査の終了が指示されたか否かが判断される（
ステップＳ５８）。操作入力部５０８により検査の終了が指示されていないと判断される
と（ステップＳ５８；ＮＯ）、処理はステップＳ５２に戻る。
【００８４】
　操作入力部５０８により検査の終了が指示されたと判断されると（ステップＳ５８；Ｙ
ＥＳ）、ステップＳ５１以降の処理によって取得された（保存された）診断画像の一覧が
表示部５０７に表示される（ステップＳ５９）。
　ステップＳ５９において表示された一覧の中から操作入力部５０８により出力対象画像
が選択されると（ステップＳ６０）、出力する診断画像の解像度を選択入力するための解
像度選択画面が表示部５０７に表示され、操作入力部５０８からの解像度の選択入力が受
け付けられる（ステップＳ６１）。ここで医師や技師等が患者の所望する解像度を聞いて
選択することで、患者の所望する解像度で診断画像を出力することができる。
　なお、通信により相手側の外部端末４からその外部端末の表示部の解像度を取得し、取
得された解像度を出力する診断画像の解像度としてもよい。
【００８５】
　解像度が選択されると、出力対象の診断画像の解像度が選択された解像度に変換される
（ステップＳ６２）。そして、出力対象の診断画像が近距離通信部５１０により患者の所
持する外部端末４に送信される（ステップＳ６３）。診断画像の送信が終了すると、記憶
部５０９に記憶されている出力対象となった診断画像に対応付けて、出力履歴（出力され
た日時等）が記憶され（ステップＳ６４）、出力制御処理Ｃは終了する。
【００８６】
　以上説明したように、第２の実施の形態の超音波画像診断装置５は、超音波探触子によ
り被検体からの超音波を受信することにより超音波画像を取得する超音波画像取得手段と
、外部端末に対し、近距離通信により超音波画像の送信を行う近距離通信部とを備えてい
る。このため、超音波画像診断装置５によれば、公衆回線を介さずに診断画像の送受信を
行うことができるので、セキュリティを確保することができる。また、電子メールアドレ
スの登録等が不要であり、また、直接患者を目の前にして、相手を確認の上で診断画像を
送信することができるので、誤った相手に診断画像を送信してしまうことを防止すること
ができる。
　また、更に、出力対象となった超音波画像を出力履歴と対応付けて記憶部に記憶させる
制御部を備えていてもよい。それにより、診断画像の送信（出力）が行われた場合、出力
履歴が記録されるので、知らないうちに診断画像が送信されていないか確認することがで
きる。
　また、更に、送信する超音波画像の解像度を選択入力するための解像度選択部と、送信
する超音波画像の解像度を、前記解像度選択部で選択された解像度に変換する解像度変換
部とを備えていてもよい。それにより、相手が所望する解像度で診断画像を送信すること
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ができるので、無駄に大きな画像を送信することを防止することができる。また、患者に
とっても、所望するサイズの診断画像を入手することができる。
【００８７】
　以上第１の実施の形態及び第２の実施の形態について説明したが、上記第１及び第２の
実施の形態における記述内容は、本発明の好適な一例であり、これに限定されるものでは
ない。
【００８８】
　例えば、診断画像は、静止画に限らず、動画として取り込むこととしてもよい。例えば
、フリーズ操作されたタイミングの前後の予め定められた時間分の超音波画像を取り込ん
でデータ保存サーバー３に保存しておき、インターネット経由で外部端末４からアクセス
があった場合に、診断画像を動画で提供することとしてもよい。このようにすれば、例え
ば、産婦人科では胎児の動きを患者やその家族が閲覧することが可能となる。なお、この
場合、プリント２１に出力される診断画像は、動画のフレーム画像のうち１つの画像（例
えば、フリーズ操作されたタイミングの画像）である。
【００８９】
　また、第２の実施の形態においては、好ましい実施の形態として、診断画像を一通り診
断画像として取り込んでから出力対象画像を選択し送信することとしたが、第１の実施の
形態の出力制御処理Ａのように、超音波画像を診断画像として保存する毎に診断画像の出
力（即ち、送信）を行うこととしてもよい。
【００９０】
　また、上記の説明では、本発明に係るプログラムのコンピュータ読み取り可能な媒体と
してハードディスクや半導体の不揮発性メモリ等を使用した例を開示したが、この例に限
定されない。その他のコンピュータ読み取り可能な媒体として、ＣＤ－ＲＯＭ等の可搬型
記録媒体を適用することが可能である。また、本発明に係るプログラムのデータを通信回
線を介して提供する媒体として、キャリアウエーブ（搬送波）も適用される。
【００９１】
　その他、超音波画像診断装置、超音波診断画像提供システムを構成する各装置の細部構
成及び細部動作に関しても、本発明の趣旨を逸脱することのない範囲で適宜変更可能であ
る。
【符号の説明】
【００９２】
１００　超音波診断画像提供システム
１　超音波画像診断装置
１０ａ　本体部
１０ｂ　超音波探触子
１０１　制御部
１０２　送信部
１０３　受信部
１０４　画像生成部
１０５　画像メモリ部
１０６　ＤＳＣ
１０７　表示部
１０８　操作入力部
１０９　記憶部
１１０　通信部
１１１　Ｉ／Ｆ
２　プリンター
３　データ保存サーバー
３０１　制御部
３０２　記憶部
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３０２ａ　第１パスワード領域
３０２ｂ　第２パスワード領域
３０３　操作入力部
３０４　表示部
３０５　通信部
４　外部端末
５　超音波画像診断装置
５０ａ　本体部
５０ｂ　超音波探触子
５０１　制御部
５０２　送信部
５０３　受信部
５０４　画像生成部
５０５　画像メモリ部
５０６　ＤＳＣ
５０７　表示部
５０８　操作入力部
５０９　記憶部
５１０　近距離通信部

【図１】 【図２】
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